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次のとおり公募型プロポーザル方式により、委託業務の受託者を選定しますので、公告します。  令和８年３月２６日  奈良県知事 山 下  真   1. 公募型プロポーザル公告に付する事項 (1) 業務名 令和 8 年度奥大和プロモーション業務 (2) 委託業務実施期間 契約締結日から令和９年３月２３日（火）まで (3) 業務内容 別添「令和 8 年度奥大和プロモーション業務委託仕様書」記載のとおり (4) 委託限度額 金 ２０，０００，０００円 （消費税及び地方消費税に相当する額（１０％）を含む。）  2. 参加資格要件等  単独又は共同提案によるものとする。 (1)  単独提案の参加資格 ① 地方自治法施行令第 167 条の４の規定に該当しないこと。 ② 国税及び地方税を滞納していない者であること。 ③ 公告の日から本件業務の選定審査会の日までの間のいずれかの日においても、奈良県物品購入等の契約に係る入札参加停止等措置要領による入札参加停止の期間中でない者であること。 ④ 公告の日から本件業務の選定審査会の日までの間のいずれかの日においても、⺠事再⽣法の規定による再⽣⼿続開始の申⽴て中または再⽣⼿続中でないこと。 ⑤ 公告の日から本件業務の選定審査会の日までの間のいずれかの日においても、会社更生法の規定による更生手続開始の申立て中または更生手続中でないこと。 ⑥ 物品購入等に係る競争入札の参加資格等に関する規程（平成７年１２月奈良県告示第４２５号）による競争入札参加資格者名簿に、営業種目Ｑ5①広告・イベント業務かつＱ７④旅行業で登録されている者（企画提案書提出締切時点に
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おいて、当該登録が認められている者）であること。 ⑦ 役員等（法人にあたっては役員（非常勤の者を含む。）、支配人及び支店又は営業所（常時物品購入等契約に関する業務を行う事務所をいう。以下同じ）の代表者を、個人にあたってはその者（支配人及び支店又は営業所の代表者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下｢暴対法｣という。）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）でないこと。 ⑧ 暴力団（暴対法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していないこと。 ⑨ 役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していないこと。 ⑩ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与していないこと。 ⑪ ⑨及び⑩に挙げる場合のほか、役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。 ⑫ 同種業務を公告日から過去５年以内に国または地方公共団体（観光協会等も含む）から受託し、同期間内に履行を完了した実績を有する者であること。 ※同種業務とは、地域の魅力を広く発信するプロモーション業務をいう。（メディアトリップやＦＡＭトリップ等、報道関係者・旅行業関係者等を対象とした視察・体験を伴うプロモーション業務を含むこと。）  (2)  共同提案の参加資格等 複数の事業者による共同提案（以下「ＪＶ」という。）を行う場合には、次の事項に留意すること。 ① 必ず代表者を決め、全構成企業の代表者名を記載し、それぞれの代表者印を押印すること。その際、代表者の印は契約時に使用するものと同一とすること。 また、業務の履⾏⽅式に応じた「特定委託業務共同企業体協定書」（様式１−２−１若しくは１−２−２）を提出すること。 ※「分担履⾏型」（様式１−２−１）…１つの業務について、さらに複数の細業務に分かれる場合、各構成員がそれぞれ分担する業務を、責任を持って履行する方式 「共同履⾏型」（様式１−２−２）…１つの業務について、あらかじめ定めた出資割合に応じて、各構成員が資金、人員、機械等を拠出して共同履行する方式 
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② １事業者が複数のＪＶに所属することはできない。また、ＪＶに所属しながら自らが単独で提案を行うことは認められない。 ③ 代 表 者 及 び構成 員 が上記 （ １ ） ① か ら ⑤ 及 び ⑦ か ら⑪の 条 件 を満た し                   ていること。 ④ 代表者及び構成員のいずれかが上記（１）⑥及び⑫の条件を満たしていること。   3. 失格事項 参加者が次のいずれかに該当するときは失格とする。 (1) 提出書類の提出期限までに所定の書類が整わなかったとき (2) 提案に参加する資格がない者が提案したとき (3) 本企画提案に対して、複数の提案をしたとき (4) 提出のあった提案書等が、様式及び記載上の注意事項に示された内容に適合せず、その補正に応じないとき (5) 提出書類に虚偽又は不正があったとき (6) 提出のあった提案書等において、委託上限額を超える見積を提案したとき (7) その他、不正な行為があったとき  4. 参加手続き等 (1) 担当課 奈良県総務部知事公室奥大和地域活力推進課 〒634-0003 奈良県橿原市常盤町 605-5 TEL：0744-48-3016 FAX：0744-48-3135 (2) 実施要領、仕様書及び様式の交付期間、交付場所等 ① 交付期間 令和８年３月２６日（木）から４月９日（木）午後３時まで ② 交付場所 (1)の担当課にて配布又は「奈良県奥大和地域活力推進課」ホームページにて公開する。 ただし、担当課における配布は正午から午後 1 時までを除く午前 9時から午後 5 時までとし、奈良県の休日を定める条例（平成元年 3 月奈良県条例第 32 号）第 1 条に規定する県の休日を除く。 ※ 郵送による配布は行わない。 ※ 本件にかかる説明会は実施しない。 (3) 参加申込書の提出 (2)の実施要領に示すところによる。 
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(4) 質問と回答 (2)の実施要領に示すところによる。 (5) 企画提案書の提出 (2)の実施要領に示すところによる。  5. 最適な受託者の選定 ４の(2)の実施要領に示すところにより、審査基準に基づき、提出された企画提案書等について県が設置する審査会において審査を実施し、その審査結果により本業務の最適な受託者を決定する。  6. その他 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨は日本語及び日本国通貨とする。 (2) 本業務の提案に係る費用は応募者の負担とする。 (3) 提出された企画提案書等の返却は行わない。 (4) その他については、4 の(2)の実施要領及び仕様書に示すところによる。 


